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１．はじめに

架空されたワイヤロープに搬器を懸垂させて輸送

を行う、いわゆる索道システム（ロープウェイ等）は、

急こう配に強いことや支柱間の線路長を長く設定で

きることなどの理由により、山間部の観光地やスキー

場での旅客の輸送用に多く使用されている。また、近

年、その特徴を生かして、臨海部や、丘陵地の大団地

と鉄道駅との交通アクセス用等の都市交通機関への

利用も見込まれている。

ワイヤロープに懸垂され走行する索道の搬器には

動揺が発生しやすい。この動揺には、支柱通過時や加

減速に伴うピッチング、搬器を懸垂する支索等の振動

や搬器に作用する風の影響によるローリング、支柱通

過時の上下振動などがある。特に、索道は風の影響を

受けやすいため、搬器の動揺を考慮して、線路中の近

接する支柱等の建造物や地表面などと接触すること

の無いよう、搬器と建造物等とは一定の間隔を設けら

れている(1)ほか、支柱や停留場に設置された風速計に

よる風の状況から運行の可否を判断し、運転規制等を

行っている(1)。一方、風速計が設置されている支柱や

停留場から離れると風の状況を把握できないため、風

速計による風の状況のみでは運行の可否の判断が難

しく、熟練した運転係員による搬器揺れの観察等に頼

っているのが現状である。

走行中の搬器でひとたび発生した動揺を減衰させ

る要素として、空気抵抗のほか、動揺減衰装置やジャ

イロモーメントによる方法(2)、動吸振器(3)による制振

等が検討され、一部で実用化している。

そのような中でも、風が影響したと思われる索道事

故は発生している。索道の事故種類は鉄道事故等報告

規則において、索条切断事故、搬器落下事故、搬器衝

突事故、搬器火災事故及び索道人身傷害事故の 5 項目

と定められている。図 1 に過去 10 年間に発生した索

道運転事故件数の推移(4)を示す。5 項目の内、風が影

響する事故は搬器落下事故及び搬器衝突事故が考え

られ、その件数は下げ止まりの傾向にあるものの、年

3～4 件程度で推移している。幸いにして、索道におい

ては近年死亡者を出すような大きな事故は発生して

いないものの、乗客が乗車した状態で搬器の落下また

は衝突が発生すれば、大きな被害が生じることは想像

に難くない。

当研究所では、平成 27 年及び令和 2 年に起きた搬

器衝突事故の原因調査を行っている。いずれも複線交

走式索道であり、死亡者は出なかったものの、乗客が

搭乗した搬器が周辺構造物と衝突した事例である。鉄

道における運転状況記録装置のようなものがないた

め、事故当時の搬器の揺れや搬器が受けた風の影響が

推定できず、原因分析については難航した。

図 1 10 年間の索道運転事故発生件数の推移 図 2 搬器衝突事故後の搬器 
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同様に索道のインシデントについて、図 3 に過去 10
年間に発生した索道インシデント発生件数の推移(4)を

示す。索道のインシデントは，脱索，索条張力異常，

索条損傷，握放索不完全，施設障害，搬器故障，搬器

逆走及びその他の 8 項目と定められている。8 項目の

内、風が影響するインシデントは主に脱索（ワイヤロ

ープが案内輪から外れること）が考えられ、こちらも

年 3～4 件程度で推移している。一度脱索が発生する

と、乗客は自力で避難することはできず、救助を待つ

ほか無い。索道における救助は地形等にもよるが、数

時間以上要することは珍しくなく、乗客への負担は大

きい。

多くの索道では支柱や停留場に設置した風速計の

情報を基に運行の可否を判断し、運転規制等を行って

いる。一方、風速計が設置されている支柱や停留場か

ら離れると風の状況を把握できないため、風速計の値

のみでは運行の可否の判断が難しく、熟練した運転係

員による搬器揺れの観察等に頼っているのが現状で

ある。前述の通り、従来の風速計による風の状況把握

や運転係員による観察だけでは搬器の動揺が原因の

事故が発生する可能性がある。そこで、筆者らは索道

に予防保全の考えを採り入れることで、事故の発生を

回避し、更なる安全性向上が可能であると考えた。

本研究ではワイヤロープに懸垂する搬器に着目し、

予防保全の考えから搬器に生じる動揺と搬器に作用

する風を常時モニタリングする装置の開発を目的と

する。また、索道事業者協力の下、搬器風速の試験測

定を実施し、今後実施を予定している長期フィールド

試験に向けて、モニタリング装置の改良を行ったの

で、その結果について報告する。

２．モニタリング装置の構築

今回構築したモニタリング装置は、風の状況の常時

把握と、搬器動揺の常時把握の両方を採り入れた仕組

 

みとした。風の状況と搬器動揺の状況を両方から常時

把握し、平常時から何らかの異変を検知することが目

的となる。風が搬器に当たることで搬器が揺れるとい

う関係性から、「いつ」、「どこで」、「どの程度の風向・

風速の風」が搬器に当たって、「搬器がどう揺れたか」

を同時に記録することで、これらの多く蓄積されたデ

ータから運行の可否の判断をスムーズに行える可能

性がある。更には、万が一、搬器が構造物などに衝突

するような特異な事象が発生した場合にはその原因

の究明が容易になることが期待される。

図 4 モニタリング装置のコンセプト 

図 4 に構築するモニタリング装置のコンセプトを

示す。大きな目的として以下の 3 項目が挙げられる。 
 安全性の向上：支柱間を含めて風の影響を検知で

き、動揺を把握することで周辺構造物との接近を

検知する。

 利便性の向上：運行開始は風と目視で揺れを評価

していたが、具体的な数値で判断することが可能

とする。

図 3 10 年間の索道インシデント発生件数の推移 
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 保守の省力化：搬器上の風向風速計で十分となれ

ば、支柱上の既設風向風速計が不要となり、メン

テナンスコストや見回りの人手が削減可能。

以上のコンセプトを達成するため、モニタリング装

置の仕様を検討し構築することとした。

２．１．モニタリング装置の仕様 

索道を対象とした搬器状態モニタリングの仕様に

ついて検討し、以下の仕様を定めた。

１）停留場間を走行する搬器の位置と速度、搬器動揺

(搬器に作用する加速度等)、搬器走行位置におけ

る風向及び風速を搬器内で連続的に自動収録す

る。

２）搬器動揺、風向及び風速の測定値を搬器走行位置

の情報とともに搬器から運転室やクラウドサー

バ等にリアルタイムで無線伝送する。

３）運転室や搬器内で各測定値を随時確認できるよう

にする。

４）測定値が事前に設定した許容値を超過した際は運

転係員に通知する。

５）日々の測定結果をクラウドサーバ等に一定期間蓄

積する。

６）搭載する機器の動作に必要な電源を確保する必要

がある。

以上の仕様を満たす概略を図 5 に示す。 

図 5 モニタリング装置の概略 

運転中の搬器に搭載する機器には、風向風速計は搬

器上に風向や風速を測定可能な機器、GPS(Global 
Positioning System)受信機とアンテナは搬器の走行位

置を測定するための機器、慣性センサは搬器の動揺を

測定可能な機器、処理装置（マイコン）は風向風速計

等からの測定データを集約するための機器、通信機器

（モバイルルータ）は測定データを運転室へ送信する

ための機器がある。なお、バッテリは機器の駆動に必

要な電源である。

２．２．モニタリング装置の構成

図 6 にモニタリング装置の構成を示す。風向と風速

の測定について、搬器の動揺を発生させる風の風向や

風速を把握するために、風向の早い変化に対応可能な

超音波風向風速計を選定した。搬器の外に風向風速計

を設置し、「いつ」、「どの程度の風向・風速の風」が搬

器に当たったかを記録する。これによって線路中のど

の地点で著大な風が生じたかや地形等によって搬器

が受ける風を把握することが可能になる。

図 6 モニタリング装置の搬器側構成 

次に、搬器の動揺を前後方向、左右方向、上下方向

の加速度と、ロール、ピッチ、ヨーの各回転の速度（角

速度という）を測定する機器として慣性センサを選定

する。搬器は同じ方向に傾き続けるような状態だけで

なく、瞬間的な風や脈動する風を受けて動揺する状態

もあり、揺れの方向が細かく変化するため、現在いく

つかの索道事業者で採用されている傾度計では、この

細かな変化に追従できず、測定には不十分といえる。

採用した慣性センサでは加速度や角速度から搬器が

どの程度揺れているかを把握することが可能である。

筆者らのこれまでの取り組みから、搬器が支柱付近を

走行する場合と支柱から離れた地点を走行する場合

では、例えば前者では搬器の揺れが速く、後者ではそ

の揺れが遅くなるような違いがあることが分かって

いる。従って、「搬器がどう揺れたか」を記録しておく

ことで線路中のどの地点で搬器に異常な動揺が生じ

たかを把握することが可能となる。

搬器の走行距離や運行速度は滑車の回転速度から

検出し、運転室等の表示盤に表示する方法が主流であ

る。しかし、今回のモニタリング装置においては、既

存の装置から独立して稼働させるために不採用とし

た。モニタリング装置では、「どこで」、すなわち搬器

の走行位置を測定するために、スマートフォンの地図

アプリで自分の現在位置を示す、いわゆる GPS を採
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用した。GPS は複数の衛星から発信される電波を利

用するため、電波を受信するアンテナと電波の情報を

利用して現在位置を計算する受信機が必要になる。こ

の GPS では、複数の電波を利用することで速度の測

定も可能である。

風向風速計、慣性センサ、GPS 受信機がそれぞれ測

定したデータを同期、集約するために処理装置（マイ

コン）を用意する。この処理装置に組み込まれたWi-
Fi 通信モジュールからモバイルルータを経由してク

ラウドサーバへデータを送信する。また、集約した測

定データは処理装置内のSDカード等の記憶媒体にも

一定期間保持される。処理装置は外部から電源供給の

ない搬器内に設置することから、小型かつ低消費電力

であることが必須となる。近年、小型で低価格なコン

ピュータが多く流通しており、その中からRaspberry 
Pi 4 というマイコンを処理装置に選定した。図 7 に構

築したモニタリング装置の外観を示す。

図 7 モニタリング装置の外観 

３．長期試験の事前測定

索道事業者協力の下、構築したモニタリング装置で

搬器風速を測定したので、その結果について示す。測

定は、比較的小型の搬器（8 人乗り）が一定速度で循

環する、自動循環式普通索道のＡ路線と、２つの大型

搬器（166 人乗り）で山麓駅と山頂駅を交互に往復す

る、複線交走式普通索道のＢ路線の 2 箇所で行った。

モニタリング装置は、風向風速計は治具を用いて搬器

上に設置し、その他の機器は箱に収めて搬器内に設置

した。図 8 に風向風速計の取り付け状況を示す。 
なお、索道搬器の様な移動する物体は、まったくの

無風状態であっても移動による空気抵抗が搬器及び

風向風速計に作用し、見かけ上風速が作用しているよ

うに観測されてしまう。これは、搬器の移動速度（GPS
速度）によって数学的に補正可能であり、本研究では

補正後の風向を真の風向、補正後の風速を真の風速と

呼ぶ。補正方法の概略を図 9 に示す。 

図 8 Ａ路線の取り付け状況（左）， 
Ｂ路線の取り付け状況（右）

図 9 真の風向・風速の導出方法 
３．１．Ａ路線の風の測定結果

図 10 に A 路線の駅舎と支柱の位置関係を示す。測

定は山頂駅から山麓駅までの往復を11時30分頃から

16 時 30 分頃まで実施した。本路線では第 2 号支柱に

風速計、第 3 号支柱に風向風速計が設置されている。

図 11 は第 3 号支柱に設置された風向風速計のデータ

である。当日は第 3 号支柱では南風が継続して観測さ

れており、10m/s 前後の風速が確認できる。 

図 10 A 路線の支柱と駅舎の位置関係 

図 11 A 路線の第 3 号支柱の風向風速 
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図 12 にモニタリング装置での測定結果の一例を示

す。風速については線路中で途切れずに記録できてお

り、2.1 節で示したモニタリング装置の仕様を満たし

ていることが分かる。また、第 2 号支柱から第 3 号支

柱の間で比較的強い風が吹いており、既存の風速計設

置位置とは若干離れ、最も強い風が支柱間で吹いてい

ることが分かる。

図 12 A 路線の測定結果 

風向については、山頂から山麓へ向かう際は搬器の

進行方向に対して右回りに約 300 度が南方向、山麓か

ら山頂へ向かう際は約 120 度が南方向であり、線路中

は図 11 で示した第 3 号支柱のデータと概ね一致して

いる。第 4 号支柱の前後で風向が乱れているが、これ

は第 4 号支柱の南側に搬器位置よりも高層のビルが

建っており、ビル風の影響と考えられる。GPS 速度に

ついては、実際の運行速度である 2.5m/s を良く追従

しており、GPS 受信環境が良いことを示している。 
３．２．Ｂ路線の風の測定結果 

図 13 にB 路線の駅舎と支柱の位置関係を示す。当

日は比較的風が強く、試運転を 1 往復した後に運休が

決まったので、1 往復のみ測定を実施した。本路線で

は、山頂駅と第 1 号支柱及び第 2 号支柱に風向風速計

が設置されている。本風向風速計はログを残さないタ

イプのため記録はないが、表示器を撮影した動画（図

14）にて第 1 号支柱では北西の強い風が吹いているこ

とが、第 2 号支柱では風が弱く風向が安定していない

ことがそれぞれ確認された。

図 15 にモニタリング装置での測定結果の一例（上

り）を示す。風速については支柱ではなく、山麓と第

1号支柱の間でもっとも強く風が吹いていることがわ

かる。風向については、山麓から山頂へ向かう際は搬

器の進行方向に対して右回りに約 70 度が北西方向で

あり、第 1 号支柱の風向風速計の表示状況と一致して

いる。第 2 号支柱の周辺で風速が低く風向が乱れてい

るが、これは第 2 号支柱周辺が防風林に挟まれる形で

線路が通っており、風の影響が減衰されているためと

考えられる。GPS 速度については、風が強かったため

ブレーキを繰り返しながらの運行であることを良く

観測できており、GPS 受信環境が良いことを示して

いる。

図 13 Ｂ路線の支柱と駅舎の位置関係 

図 14 B 路線の第 1 号支柱の風向風速 

図 15  B 路線の測定結果（上り） 

４．事前測定後のモニタリング装置改良

3 章の結果より、構築したモニタリング装置にて搬

器の風向・風速を取得できることが示された。しかし

ながら、長期フィールド試験を行うにあたり、いくつ

かの課題が判明したので、その改善策とともにここで

紹介する。

４．１．安定的な電源の取得 
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構築したモニタリング装置はバッテリにて駆動す

る仕組みであるが、現行は携帯性の良いリチウムイオ

ンバッテリーより電源を取得していた。当然のことな

がら、長期試験を始めると係員が常に監視することは

困難であり、バッテリ充電についても電源が枯渇する

度に交換することは現実的でない。そのため、搬器に

搭載された電源より給電を受ける必要がある。電源部

分を改造し、搬器電源より給電を受けている様子を図

17 に示す。 

図 17  配電盤とモニタリング装置 

４．２．風向・風速計の設置位置変更 

全体を通じて測定結果を比較すると、上りの風速は

1 日を通じて安定した波形となることが多く、下りの

風速は乱れることが多い傾向にあった。当初は搬器中

央に風向・風速計を設置していたが、下り走行の際に

は搬器の後ろ側へ隠れることとなり、剥離流等の影響

が考えられた。そこで、センサの設置位置を搬器の下

り方へ移すとともに、40cm 程度であった高さ方向も

100cmに上げ、外部影響のなるべく少ない位置へ変更

することとした。

図 18 風向・風速計の設置位置変更 

５．おわりに

本研究では、ワイヤロープに吊り下がる搬器に着目

し、動揺と搬器に作用する風を常時モニタリングする

装置の構築を行った。また、索道事業者協力の下、搬

器風速の測定を行うことで、構築したモニタリング装

置の風の測定に関する仕様を確認した。その結果、風

向風速計と GPS においては当初の仕様通り、良好な

測定データを得ることができた。

風の測定結果については、事業者が設置した風向風

速計の位置においては概ね一致していることが確認

された。また、最大風速は支柱以外で測定されるなど、

これまでに無い知見を得ることができた。

今回の測定は一日の試験測定に留まっているため、

今回の結果が定常的なものかどうかは、長期フィール

ド試験を実施する必要がある。本検討にて、一日の試

験測定において、いくつかの改善点が確認され、モニ

タリング装置の改良に着手した。この改良を経て、長

期フィールド試験を実施をしていきたい。
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